
JP 4830104 B2 2011.12.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非水溶性ポリマーからなる膜厚が０.０１～１００μｍの薄膜であって、直径０.０１～
１００μｍの空孔が膜の平面方向に蜂の巣状に配列されている周期構造保持領域と、前記
空孔が破壊されている周期構造破壊領域とがパターン化されたハニカム状多孔質体の製造
方法であって、
　非水溶性ポリマーからなる膜厚が０.０１～１００μｍの多孔質薄膜であって、直径０.
０１～１００μｍの空孔が膜の平面方向に蜂の巣状に設けられているハニカム状多孔質体
を準備するステップと、
　所定のパターンで凸部と凹部または貫通部と非貫通部が設けられた鋳型を準備するステ
ップと、
　前記鋳型の凸部または非貫通部を前記ハニカム状多孔質体の表面に密着させるか、また
は前記鋳型の凸部または非貫通部を前記ハニカム状多孔質体の表面に接着した後に剥離す
ることで、前記鋳型の凸部または非貫通部に対応する位置の前記ハニカム状多孔質体の空
孔を破壊するステップと、を含み、
　前記非水溶性ポリマーは、ポリスチレンと両親媒性ポリアクリルアミド共重合体との組
み合わせ、ポリブタジエンと両親媒性ポリアクリルアミド共重合体との組み合わせ、また
はポリメタクリル酸メチルと両親媒性ポリアクリルアミド共重合体との組み合わせである
、
　パターン化されたハニカム状多孔質体の製造方法。
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【請求項２】
　前記鋳型は、凸部および凹部を有する鋳型であり、
　前記鋳型の凸部の頂部と凹部の底部との高低差は、前記ハニカム状多孔質体の膜厚より
も大きい、
　請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　前記鋳型の凸部または非貫通部と前記ハニカム状多孔質体との接着が融着によって行わ
れる、請求項１に記載の製造方法。
【請求項４】
　前記鋳型の凸部または非貫通部と前記ハニカム状多孔質体との接着が接着剤を介して行
われる、請求項１に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はハニカム状に整列したサブミクロン～ミクロンサイズの空孔を有する多孔質体
であるハニカム状多孔質体に任意のパターニングを施すことにより、パターン化されたハ
ニカム状多孔質体を製造する方法に関する。パターン化されたハニカム状多孔質体は、光
学素子、電子素子、また細胞培養基板などとして利用可能である。
【背景技術】
【０００２】
　微細な周期構造を持つ薄膜は、様々な分野において有用な材料である。電子材料の分野
では、電界トランジスタのチャネルの微細化が求められており、実際に１００ｎｍ以下の
作製プロセスが実用化されている（非特許文献１）。また光の波長以下の周期構造は可視
光領域で透明であり、光の散乱などを防止する効果が期待できる。また、近年再生医療分
野においても、表面の微細構造が培養細胞に影響を与えるなどの報告がなされている（非
特許文献２）。
【０００３】
　特に光学材料の分野では、回折格子やフォトニック結晶などが次世代の光機能素子とし
て注目されている（非特許文献３）が、微細な周期構造を持つ薄膜をフォトニック結晶に
応用するには、薄膜上で周期構造を持つ部分と持たない部分とを任意に配列ないし配置さ
せる技術、すなわち薄膜の２次元平面上で周期構造の有無によるパターンを作り出すパタ
ーニング技術が重要と考えられている。また、細胞増殖用の足場として微細な周期構造を
持つ薄膜を利用する場合も、このパターニング技術によって２次元平面上で様々なパター
ンを持たせることによって、３次元的な細胞増殖を促す足場（スカフォールド）への応用
が期待される。
【０００４】
　従来、微細な周期構造を揺する薄膜上にパターニングを行う方法としては、フォトリソ
グラフィーやソフトリソグラフィー（非特許文献４）などのリソグラフィ技術が知られて
いる。この方法は所望のパターニングを施すという点では優れているもの、その工程は多
段階に及ぶためにコスト的な問題を有し、また利用可能な薄膜材料にも制限があるなどの
問題を有している。
【０００５】
　また、アルミナの陽極酸化を利用して多孔構造を形成した後、リソグラフィ技術でパタ
ーニングを施す方法も報告されている。この方法はしかし、アルミナにしか適用すること
ができないものであり、またアルミナのエッチングには種々の試薬を用いた化学的処理を
長時間行わなければならないなどの問題を有している。
【０００６】
　さらに、高分子の非水溶性有機溶媒溶液表面上に水滴を結露させ、該水滴を鋳型として
ハニカム状の多孔質体を調製する（特許文献１）方法において、有機溶媒溶液をパターニ
ングが施された基板にキャストすることで、基板の持つパターンに沿ってハニカム状多孔
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質体を製造しようとする例も報告されている（非特許文献５）が、微細構造の周期性、均
一性が損なわれてしまう等の問題を有している。
【特許文献１】特開平８－３１１２３１
【非特許文献１】ゲルジンゲら、ＩＥＥＥスペクトラム（ＩＥＥＥ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ）
１９８９年、第８９巻、第４３頁。
【非特許文献２】チェンら、サイエンス（Ｓｃｉｅｎｃｅ）、１９９７年、第２７６巻、
１４２５頁
【非特許文献３】ノダら、ネイチャー（Ｎａｔｕｒｅ）、２０００年、第４０７巻、第６
０８頁。
【非特許文献４】ホワイトサイズら、　Ａｎｇｅｗ．　Ｃｈｅｍ．　Ｉｎｔ．　Ｅｄ．，
１９９８年、第３７巻、　第５５０－５７５頁
【非特許文献５】Ｏｈｚｏｎｏら、ジャーナルオブマテリアルサイエンス（Ｊ．Ｍａｔｅ
ｒ．Ｓｃｉ．）、２００４年、第３９巻、第６号、第２２４３頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ハニカム状に整列した微細な孔からなる周期構造を有する薄膜に対して、任意のパター
ンを施す方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、非水溶性ポリマーからなるハニカム状多孔質体の応用研究において、該
ハニカム状多孔質体に任意のパターンを有する鋳型を接触させることでかかるパターンを
ハニカム状多孔質体に転写することができることを見いだし、以下の各発明を完成した。
【０００９】
１）非水溶性ポリマーからなるハニカム状多孔質体にレリーフ及び／又はスリットからな
るパターンを有する鋳型を接触させて該パターンをハニカム状多孔質体に転写することを
含む、パターン化されたハニカム状多孔質体の製造方法。
【００１０】
２）レリーフパターンを構成する鋳型凸部にハニカム状多孔質体を押しつぶさせることに
よって鋳型のパターンをハニカム状多孔質体に転写させる、１）に記載の製造方法。
【００１１】
３）レリーフパターンを構成する凹凸の頂部と底部との間隔がハニカム状多孔質体の膜厚
より大きい鋳型である、２）に記載の製造方法。
【００１２】
４）レリーフパターンを構成する鋳型凸部の頂部と又はスリットからなるパターンを有す
る鋳型とハニカム状多孔質体とを接着させた後に鋳型とハニカム状多孔質体を剥離するこ
とによって鋳型のパターンをハニカム状多孔質体に転写させる、１）に記載の製造方法。
【００１３】
５）レリーフパターンを構成する鋳型凸部の頂部と又はスリットからなるパターンを有す
る鋳型とハニカム状多孔質体との接着が融着によって行われる、４）に記載の製造方法。
【００１４】
６）レリーフパターンを構成する鋳型凸部の頂部と又はスリットからなるパターンを有す
る鋳型とハニカム状多孔質体との接着が接着剤を介して行われる、４）に記載の方法。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の製造法は、ハニカム状に整列した微細な孔からなる周期構造を任意の部分で破
壊することができることから、本発明の方法により製造されるパターン化ハニカム状多孔
質体は、破壊された部分のみに光を導波する導波路を有するフォトニック結晶として利用
することができる。また本発明の方法により製造されるパターン化ハニカム状多孔質体は
、周期構造を保持した部分に培養細胞を限定して増殖させることができることから、パタ
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ーン化された位置に細胞を培養することのできる基板としても利用可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の製造法は、非水溶性ポリマーからなるハニカム状多孔質体、任意のレリーフ及
び／又はスリットからなるパターンを有する鋳型、ならびにこれらの接触を必要とする方
法である。以下にそれぞれを説明する。
【００１７】
１）非水溶性ポリマーからなるハニカム状多孔質体とその調製
　非水溶性ポリマーからなるハニカム状多孔質体（ハニカム構造体あるいはハニカムシー
トとも呼ばれる）とは、非水溶性の高分子（ポリマー）でできた多孔性の薄膜であって、
膜の垂直方向に向けられた微少な孔が膜の平面方向に蜂の巣状に（ハニカム状に）設けら
れている構造を有するものをいう。孔は膜を垂直方向に貫通していることが好ましく、ま
た平面方向に存在する周囲の孔と膜の内部で連通していてもよい。代表的なハニカム状多
孔質体の部分構造を図１に示す。
【００１８】
　本発明で利用可能なハニカム状多孔質体の形状は、膜厚が０．０１μｍ～１００μｍ、
好ましくは０．１μｍ～５０μｍ、より好ましくは１μｍ～２０μｍであり、孔径が０．
０１μｍ～１００μｍ、好ましくは０．１μｍ～５０μｍ、より好ましくは１μｍ～２０
μｍ、特に好ましくは５μｍ～１０μｍである。
【００１９】
　この様な構造的特徴を有するハニカム状多孔質体は、高分子の非水性有機溶媒溶液表面
上に水滴を結露させ、該水滴を鋳型としてハニカム状の多孔質体を調製する方法、例えば
特開平８－３１１２３１、特開２００１－１５７４７５、特開２００２－３４７１０７あ
るいは特開２００２－３３５９４９に記載された方法によって調製することができる。
【００２０】
　この方法では、非水溶性有機溶媒、特に50dyn/cm以下の表面張力γＬを有する非水溶性
有機溶媒に非水溶性ポリマーを溶解した非水溶性ポリマーの非水溶性有機溶媒溶液を、表
面の表面張力をγＳとし、塗布される非水溶性有機溶媒の表面張力γＬならびに該基板と
該溶媒との間の表面張力γＬＳとした場合にγＳ－γＳＬ＞γＬの関係を満たす基板の表
面に塗布し、さらに３０％以上の空気の存在下で基板上に塗布された非水溶性ポリマーの
非水溶性有機溶媒溶液を蒸発させることが好ましい。
【００２１】
　ここにいう非水溶性有機溶媒は、50dyn/cm以下の表面張力を有し、かつ該溶液表面に結
露した水滴を保持し得る程度の非水溶性と、大気圧下で０～１５０℃、好ましくは１０～
５０℃の沸点を有する有機溶媒を言う。例えば四塩化炭素、ジクロロメタン、クロロホル
ム等のハロゲン化炭化水素、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素、酢酸
エチル、酢酸ブチル等のエステル類、メチルイソブチルケトン等の非水溶性のケトン類、
二硫化炭素などを挙げることができる。
【００２２】
　また非水溶性ポリマーは、水に不溶性でかつ上記の非水溶性有機溶媒に可溶な、あるい
は適当な界面活性剤の存在下で非水溶性有機溶媒に溶解し得るポリマーであれば特別の制
限はなく、適宜選択して使用することができる。
【００２３】
　例えば、ポリ乳酸やポリヒドロキシ酪酸のような生分解性ポリマー、脂肪族ポリカーボ
ネート、両親媒性ポリマー、光機能性ポリマー、電子機能性ポリマーなどを挙げることが
できる。
【００２４】
　界面活性剤は、上記の非水溶性有機溶媒に溶解する物であれば適宜選択して使用するこ
とができるが、溶解後の非水溶性有機溶媒の表面張力が50dyn/cm以下であればよい。
【００２５】
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　上記の非水溶性有機溶媒と非水溶性ポリマーとの具体的な組み合わせの例としては、例
えばポリスチレン、ポリカーボネート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリアル
キルシロキサン、ポリメタクリル酸メチルなどのポリアルキルメタクリレートまたはポリ
アルキルアクリレート、ポリブタジエン、ポリイソプレン、ポリ－Ｎ－ビニルカルバゾー
ル、ポリ乳酸、ポリ－ε－カプロラクトン、ポリアルキルアクリルアミド、およびこれら
の共重合体よりなる群から選ばれるポリマーに対しては、四塩化炭素、ジクロロメタン、
クロロホルム、ベンゼン、トルエン、キシレン、二硫化炭素などの有機溶媒を組み合わせ
て使用することができる。また、フッ素化アルキルを側鎖に持つアクリレート、メタクリ
レートおよびこれらの共重合体よりなる群から選ばれるポリマーに対しては、ＡＫ－２２
５（旭硝子株式会社製）などのフッ化炭素溶媒、トリフルオロベンゼン、フルオロエーテ
ル類などの使用も良好な結果を与える。これらの中から、具体的に使用する非水溶性ポリ
マーに対する溶解性を考慮して、適宜選択して使用することができる。
【００２６】
　また、フッ素化アルキルを側鎖に持つポリアクリレートやメタクリレートの側鎖の水素
をフッ素に置換したフッ素系ポリマーを用いてハニカム状多孔質体を製造する際には、フ
ッ素系の有機溶媒（ＡＫ－２２５等）の使用も良好な結果を与える。
【００２７】
　非水溶性有機溶媒に非水溶性ポリマーを溶解する際には、同溶媒に対して０．１ｇ／Ｌ
～１０ｇ／Ｌの非水溶性ポリマーを溶解して使用することが好ましい。ここで、溶液中の
非水溶性ポリマー濃度は、製造されるハニカム状多孔質体に求める特性、物性並びに使用
する非水溶性有機溶媒に応じて、適宜定めることができる。
【００２８】
　さらにかかる非水溶性ポリマーの非水溶性有機溶媒溶液を塗布する基板は、基板表面の
表面張力γＳと塗布される非水溶性有機溶媒の表面張力γＬならびに該基板と該溶媒との
間の表面張力γＬＳとの間で、γＳ－γＳＬ＞γＬの関係を満たす基板を選択して用いる
ことが望ましい。これは、非水溶性ポリマー溶液の非水溶性有機溶媒溶液を塗布する基板
自体の非水溶性有機溶媒に対する濡れ性が、基板上に形成される液膜の厚みに影響を与え
得るためである。基板には、塗布される非水溶性ポリマーの非水溶性有機溶媒溶液との親
和性が高いものであることが好ましい。具体的には、非水溶性有機溶媒の表面張力γＬを
指標にして上記式で表すことのできる表面張力を示す表面を有する基板を利用すればよい
。そのような基板の好適な例としては、ガラス板、シリコン製板あるいは金属板などを挙
げることができる。
【００２９】
　また、非水溶性有機溶媒溶液との親和性を高めることのできる加工を表面に施した基板
の使用も可能である。この様な基板表面の濡れ性の改良は、基板と使用する非水溶性有機
溶媒に合わせて、自体公知の方法、例えばガラス製や金属製の基板に対してはそれぞれシ
ランカップリング処理やチオール化合物による単分子膜形成処理方法などを利用すること
ができる。
【００３０】
　例えば、クロロホルムなどの疎水性有機溶媒を非水溶性有機溶媒として用いる場合の基
板としては、十分に洗浄されたＳｉ基板や、アルキルシランカップリング剤などで表面を
修飾したガラス基板などの使用が好ましい。また、フッ素系溶媒を用いる場合は、テフロ
ン（登録商標）基板、あるいはフッ素化アルキルシランカップリング剤などで修飾したガ
ラス基板などの使用が好ましい。
【００３１】
　非水溶性ポリマーの非水溶性有機溶媒溶液を基板に塗付して同溶液の液膜を形成させる
際の液膜厚としては０．１μｍ～５ｍｍ、好ましくは０．５μｍ～１ｍｍ、さらに好まし
くは１～１００μｍ以下とすることが望ましい。また基板に非水溶性ポリマーの非水溶性
有機溶媒溶液を塗付する方法としては、基板に同溶液を滴下する方法の他、バーコート、
ディップコート、スピンコート法などを挙げることができ、バッチ式、連続式の何れも利
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用することができる。
【００３２】
　基板表面に塗布された非水溶性ポリマーの非水溶性有機溶媒溶液は、相対湿度３０％以
上の空気に接触させることによって蒸発させる。ここで溶媒の蒸発速度を非水溶性ポリマ
ーの非水溶性有機溶媒溶液の基板表面への塗布時の液膜厚が１秒以内に１／５にまで減少
する速度とすることによって、０．０１μｍ～０．１μｍの孔径を有するハニカム状多孔
質体を調製することができる。この蒸発速度は、基板上に塗布した非水溶性ポリマーの非
水溶性有機溶媒溶液の液膜の面方向に対してほぼ平行ないし上方向に１０Ｌ（リットル）
／分以上の空気層の流れを形成して非水溶性有機溶媒を蒸発させる方法、非水溶性有機溶
媒の沸点未満かつ液膜に接触する空気の露点未満で非水溶性ポリマーの非水溶性有機溶媒
溶液が塗布された基板を加熱（例えばベルチェ素子を用いて加熱）して非水溶性有機溶媒
を蒸発させる方法、あるいは非水溶性有機溶媒の沸点ならびに液膜に接触する空気の露点
を超えないような減圧下に基板に塗布された非水溶性ポリマーの非水溶性有機溶媒溶液を
おいて非水溶性有機溶媒を蒸発させる方法、等によって達成することができる。ここで、
露点とは、ある温度におかれた空気の中に含まれている水蒸気が飽和に達して凝結する温
度をいい、相対湿度と絶対温度に対して定まる値である。
【００３３】
　好適な例としては、基板に塗布された非水溶性ポリマーの非水溶性有機溶媒溶液の液膜
に対してほぼ平行ないし上方向に相対湿度３０％以上の湿度を有する流速１０～１００Ｌ
／分の気流を発生させることである。
【００３４】
　気流の流速は、用いる非水溶性有機溶媒の揮発度や基板に塗布された非水溶性ポリマー
の非水溶性有機溶媒溶液の液膜の厚さに応じて適宜調製すればよいが、概ね０．１Ｌ/分
～～１００Ｌ／分、好ましくは０．５Ｌ～８０Ｌ／分、さらに好ましくは１～５０Ｌ／分
とすればよい。また気流は、基板に塗布された非水溶性ポリマーの非水溶性有機溶媒溶液
の液膜に対して斜め上方向から、あるいは垂直方向から気流を当たるような配置では、気
流による風圧によって液膜に歪みや亀裂が発生することもあり得る。その様な場合には、
気流は基板に塗布された非水溶性ポリマーの非水溶性有機溶媒溶液の液膜に平行に、ある
いは上方向に生じさせることが好ましい。この場合、気流はその上流からの陽圧あるいは
下流からの負圧の何れによって発生させても構わない。例えば、基板に向けて設置したノ
ズルから所定の空気を噴射しても、基板上部の空気を一方向から吸引しても、何れでも良
い。
【００３５】
２）鋳型
　本発明では、一定の形状を有する固体、好ましくは平板状の固体であって、その表面に
レリーフ及び／またはスリットからなる任意のパターンを有する物を鋳型として使用する
。
【００３６】
　本発明に言うレリーフとは鋳型の表面に設けられた凹凸を意味し、従ってレリーフから
なるパターンとは、固体表面に設けられた凹凸によって描かれる任意の模様をいう。また
、本発明に言うスリットとは、鋳型を貫通するように形成された、細長い溝に限られず円
、多角形その他の任意の形状を有する空隙部分を意味し、従ってスリットからなるパター
ンとは、鋳型を貫通するように形成された、細長い溝に限られず円、多角形その他の任意
の形状を有する空隙部分によって描かれる任意の模様をいう。なお、レリーフならびにス
リットは一つの鋳型に共存していてもよい。
【００３７】
　後に説明するように、本発明の方法では鋳型をハニカム状多孔質体に物理的圧力によっ
て密着させたり、あるいは鋳型をハニカム状多孔質体から剥離したりする操作を含むこと
から、鋳型を構成する材質としてはこの様な操作によって容易には変形ないし破損しない
程度の強度を有する材質を選択することが望ましい。好ましい材質としては、金、アルミ
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ニウムその他の金属、シリコン、炭化珪素その他の半導体、ポリジメチルシロキサンその
他のポリマー、ガラス、木等を挙げることができる。
【００３８】
　これらの材質から成る固体、特に平板の表面におけるレリーフパターンの形成は、使用
する材質に適した公知の方法から適当に選択し、これを利用すればよい。典型的には、金
属表面あるいはポリマー表面へのレリーフパターンはリソグラフィやソフトリソグラフィ
その他の等の方法（高分子学会編、「微細加工技術」（基礎編）、２００２年、エヌ・テ
ィー・エヌまたは前記非特許文献４など）を利用することができる。
【００３９】
　レリーフからなるパターンは任意に設計することができるが、レリーフを構成する凹凸
の凸部頂部と凹部底面との高低差（Ｈ）は、パターン化を施すハニカム状多孔質体の膜厚
（Ｔ）よりも大きくする（Ｈ＞Ｔ）ことが好ましく、特に後に述べるインプリント法の場
合には、このＨ＞Ｔを維持することが必要である。また、鋳型の凸部頂部の幅（Ｌ）も、
Ｔに対してＬ＞Ｔとすることが好ましい。
【００４０】
　また、前記の材質から成る固体、特に平板におけるスリットからなるパターンの形成は
、使用する材質に適した公知の方法から適当に選択し、これを利用すればよい。典型的に
は、金属表面へのスリットの形成はリソグラフィやソフトリソグラフィその他の等の方法
（高分子学会編、「微細加工技術」（基礎編）、２００２年、エヌ・ティー・エヌまたは
前記非特許文献４など）を利用することができる。この場合、ハニカム状多孔質体と接触
する部分の幅（Ｗ）は、ハニカム状多孔質体の膜厚（Ｔ）よりも大きくする（Ｗ＞Ｔ）こ
とが好ましい。
【００４１】
３）ハニカム状多孔質体と鋳型の接触
　上記１）で説明したハニカム状多孔質体と上記２）で説明したレリーフパターンを有す
る鋳型の接触によってパターンを転写させるには、ハニカム状多孔質体の鋳型凸部頂部と
接触した部分を該凸部で押し潰す方法（インプリント法）と、ハニカム状多孔質体の鋳型
ないし凸部頂部と接触した部分をハニカム状多孔質体から剥離する方法（剥離法）とがあ
り得る。
【００４２】
　インプリント法は、鋳型の凹部底部から凸部頂部までの高低差（Ｈ）がハニカム状多孔
質体の膜厚（Ｔ）よりも大きいもの（Ｈ＞Ｔ）を利用し、該鋳型とハニカム状多孔質体と
を適当な物理的圧力によって密着させるものである。この操作により、ハニカム状多孔質
体の鋳型凸部と接触する部分の膜厚は該凸部によって押し潰されることで減少し、その一
方で鋳型凹部に対峙する部分のハニカム状多孔質体の膜厚は維持されるので、鋳型の凹凸
が逆転したパターンを有するハニカム状多孔質体を製造することができる。
【００４３】
　鋳型とハニカム状多孔質体と密着させるための圧力は、鋳型あるいはハニカム状多孔質
体の材質によって異なるが、０．０１ｋｇ／ｃｍ２～１００ｋｇ／ｃｍ２、好ましくは０
．１ｋｇ／ｃｍ２～８０ｋｇ／ｃｍ２　、より好ましくは１ｋｇ／ｃｍ２～５０ｋｇ／ｃ
ｍ２である。
【００４４】
　一方、剥離法は、ハニカム状多孔質体と鋳型を接触させて接着させた後、鋳型とハニカ
ム状多孔質体を剥がすものである。この操作により、ハニカム状多孔質体と鋳型とが接着
した部分の膜厚は鋳型と共に引き剥がされる分減少し、その一方でハニカム状多孔質体の
鋳型との非接着部分の膜厚は維持されることになる。なお、接着法においても、ハニカム
状多孔質体とレリーフからなるパターンを有する鋳型とを接触させることで、鋳型凸部に
よって膜が押し潰される分の膜厚が減少することもあり得る。
【００４５】
　接着は、鋳型とハニカム状多孔質体とを接着させることのできる適当な接着剤を鋳型凸



(8) JP 4830104 B2 2011.12.7

10

20

30

40

50

部頂部のみあるいはスリットからなるパターンを有する鋳型に塗布し、この鋳型とハニカ
ム状多孔質体とを接触させることで行うことができる。また、ハニカム状多孔質体と熱融
着可能な材質をハニカム状多孔質体との接触面に有する鋳型を作製し、該鋳型とハニカム
状多孔質体とを接触させた後、鋳型を加熱することでハニカム状多孔質体との接触面を融
着させてもよい。例えば、融点がＴｇ１である非水溶性ポリマーからなるハニカム状多孔
質体と融点Ｔｇ２を有する材質をハニカム状多孔質体との接触面に有する鋳型とを接触後
、温度をＴｇ２＜Ｔ＜Ｔｇ１に設定することで接触面を融着させることができる。
【００４６】
　以下に実施例を示し、本発明の詳細を説明する。ただし、これらの実施例は何ら本発明
を限定するものではない。
【実施例１】
【００４７】
　１）ハニカム状多孔質体の調製
　ポリスチレン：両親媒性ポリアクリルアミド共重合体（Cap）＝10:1を濃度5 mg/mlとな
るようにクロロホルム溶液に溶解した。Capは下記構造式で示される化合物である。
【化１】

【００４８】
　この溶液5mlを直径９ｃｍのガラス板に塗布し、相対湿度７０％を有する空気流（流速
５Ｌ／分）に対して平行に置いて溶媒を蒸発させ、孔径約５μｍ、膜厚約４μｍのハニカ
ム状多孔質体（直径８ｃｍを得た（図１）。
【００４９】
２）鋳型の調製
　高分子学会編、「微細加工技術」（基礎編）、２００２年、エヌ・ティー・エヌ第１７
３頁～１９２頁に記載された方法に従い、シリコンを材質とした下記の２つの鋳型Ａ、Ｂ
を光リソグラフィー法によって作製した。
【００５０】
　鋳型Ａ（１．０ｃｍ×１．０ｃｍ）：１００μｍ四方の角柱が凸部、該角柱同士の間の
２５μｍ幅の部分が凹部となり、さらにこの凹凸が平面全体に格子状に規則的に並んだ構
造を有している（図２ａ）。また凹凸の高低差は５０μｍである。
【００５１】
　鋳型Ｂ（１．０ｃｍ×１．０ｃｍ）：直径５０μｍの円形状のスリットが２５μｍ幅の
間隔をもって規則的に並んだ構造を有している（図３ａ）。
【００５２】
　さらにこの鋳型Ｂに、0.1mg/mlのポリビニルアルコールを含むアセトニトリル溶液をス
ピンコート（1000rpm、30秒）した。
【００５３】
３）ハニカム状多孔質体と鋳型の接触
　１）で作製したハニカム状多孔質体をアルミ板に載せ、その上から２）で作製した鋳型
Ａを、レリーフ面をハニカム状多孔質体に向けて被せた。このハニカム状多孔質体と鋳型
のサンドイッチをバイスに挟み、１０ｋｇ／ｃｍ２で密着させた後、鋳型を剥がしてパタ
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の電子顕微鏡写真を図２ｂに示す。鋳型の凸部（１００μｍ四方の立方形）によって膜が
押し潰され、ハニカム状に整列した微細な孔という周期構造が破壊されることによって形
成されたパターンを確認することができる。
【００５４】
　また、１）で作製したハニカム状多孔質体の上から、スピンコートした面をハニカム状
多孔質体に向けて２）で作製した鋳型Ｂを被せた後、鋳型を下方にしてホットステージに
載せて４０℃で３分間加熱した。室温に冷却後、ハニカム状多孔質体を鋳型から剥離して
、パターン化されたハニカム状多孔質体を回収した。このパターン化されたハニカム状多
孔質体の電子顕微鏡写真を図３ｂに示す。鋳型との接着面においてハニカム状多孔質体の
片面が剥離され。ハニカム状に整列した微細な孔という周期構造が破壊されることによっ
て形成されたパターンを確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】実施例で作製したハニカム状多孔質体の電子顕微鏡写真である。
【図２ａ】実施例で使用した鋳型Ａの模式図である。
【図２ｂ】鋳型Ａを利用して製造されたパターン化されたハニカム状多孔質体の電子顕微
鏡写真である。
【図３ａ】実施例で使用した鋳型Ｂの模式図である。
【図３ｂ】鋳型Ｂを利用して製造されたパターン化されたハニカム状多孔質体の電子顕微
鏡写真である。

【図２ａ】

【図３ａ】
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【図１】

【図２ｂ】
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